
    
 規制 ⾃治体 静岡市 部課 都市計画課 

   
規制の名称 

静岡都市計画高度地区 

根拠法令等 
都市計画法第８条第１項第３号 同法第９条第 17項 建築基準法第 58 条 

規制の⽬的 

用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度

又は最低限度を定め、良好な住環境の保全などを目的とする。 

規制内容の概要 

高度地区の種類を用途地域に応じて、最高限１種から５種に分類している。 

併せて、高さ制限の緩和、高度地区適用の除外、許可による特例の規定を別途設けている。 

※別紙補足資料１ 高度地区計画書を参照 

規制の概念図 
 
 
 
 
 
 
 

提案 提案主体 一般社団法人 静岡県都市開発協会 

   
提案事項 

中心市街地活性化のための、近隣商業地域における高さ制限の撤廃 

提案の具体的内容 

静岡市における高さ制限では、最高限5種高度地区においては、31ｍの高さ制限が定められてい

るが、容積率300％の近隣商業地域においては、日影規制の適用はないため、高さ制限を撤廃し、

中心地における効率的な高度利用を促進したい。 

対応 検討状況 対応不可 

 
検討状況の詳細（対応案） 

本市における中心市街地の活性化に向けては、中心市街地活性化基本計画に基づき、様々な施策に取り組ん

でいる。 

中心市街地活性化基本計画の位置と区域は、静岡地区と清水地区の２地区を本市の中心市街地としており、

また、都市計画の用途地域は、２地区共、大半を商業地域に指定している状況である。 

※別紙補足資料２ 静岡都市計画用途地域図（静岡地区、清水地区） 

補足資料３、高度地区、高度利用地区分布図（静岡地区、清水地区）を参照 

本市における高度地区は、市街地の高度利用を誘導する中心市街地などの商業地域や、住宅の建築が制限さ

れている工業専用地域などを除き、周辺と比べて著しく高さの異なる高層建築物の無秩序な混在を抑制するこ

とにより、良好な住環境の維持・保全や秩序ある良好なまちなみ景観の創出など、市街地環境の整備を図り、

都市として調和のとれた質の高い土地利用を実現するため、平成 24 年の都市計画変更により、５種類の高さ

の最高限度の制限を定めたものである。 

提案の近隣商業地域における高さ制限の撤廃に関して、本市における近隣商業地域は、中心市街地に指定し

ている商業地域に隣接する地域及び幹線道路の沿道に指定しており、一定の高度利用を誘導しているところで

ある。現状では、本市の近隣商業地域は、31ｍに満たない建物が主体の土地利用であること、また、31ｍを超

えるような高層建築物の建築は、将来において高度利用が見込まれる本市の商業地域に誘導すべきであるた

め、容積率 300％の近隣商業地域における最高限度の高さ 31ｍの制限の撤廃の必要性はないと考える。 
 

 

【高度地区最高限５種の制限】 

【高度地区の制度イメージ】 

近隣商業地域は、周りの住民が日用品の買物

などをするための地域です。住宅や店舗のほ

かに小規模の工場も建てられます。 

【近隣商業地域の考え方】 

中心市街地は 

制限しません 

近隣商業地は 

１０階程度 

幹線道路沿い 

では７階程度 

中高層住宅地 

は５階程度 

近隣商業地は 

１０階程度 

一般住宅地 

住工複合地 

は６階程度 

低層住宅地は 

１０ｍまで 

中心市街地 

（商業・業務地）

郊  外 

（低層住宅地） 

郊  外 

（低層住宅地） 

【高度地区最高限４種の制限】 

主に中心市街地の商業地域に 

隣接している地域に指定 

主に幹線道路の沿道に指定 

審議事項 ３ 
















